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告 示

�愛媛県告示第１２８１号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１４条及び第１１８条

の規定に基づき、２等陸士として採用する陸上自衛官、２等海士と

して採用する海上自衛官及び２等空士として採用する航空自衛官の

募集期間を次のとおり告示する。

平成１９年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 男子（平成１９年度３・４月採用分）

平成１９年８月１日（水）から

９月７日（金）まで

２ 女子（平成１９年度３・４月採用分）

平成１９年８月１日（水）から

９月７日（金）まで

�愛媛県告示第１２８２号
自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第１１７条第１項及び第１１８条の規定に基づき、２等陸士として採用する陸上自衛官、２等海士

として採用する海上自衛官及び２等空士として採用する航空自衛官の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称並びに担当区域を次のと

おり定める。

平成１９年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

� 目 次 �
告 示

○ 自衛官の募集………………………………………………………………８２７

○ 自衛官の採用試験…………………………………………………………８２７

○ 行政書士法による行政処分についての公開の聴聞……………………８２８

○ 指定障害福祉サービス事業者の指定（２件）…………………………８２８

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等…………………………………８２８

○ 保安林の指定………………………………………………………………８２９

○ 義務付保の同意を求めるための事前届出及び指定漁船調書の縦覧…８２９

○ 道路の区域変更（一般国道１９７号）……………………………………８３０

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………８３０

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………８３０

監 査 公 表

○ 監査結果に基づく措置の公表（２件）…………………………………８３０

○ 南宇和病院、西条地区工業用水道管理事務所、今治病院、今治地

区工業用水道管理事務所、銅山川発電所、三島病院、新居浜病院、

松山発電工水管理事務所、中央病院、公営企業管理局総務課、発

電工水課、県立病院課……………………………………………………８３３

発 行 愛 媛 県

試 験 期 日 試 験 場 の 位 置 試 験 場 の 名 称 担 当 区 域

（男子）

平成１９年９月１７日（月）
新居浜市繁本町８番６５号 新居浜市民文化センター 新居浜市、西条市及び四国中央市

今治市別宮町一丁目４番１号 今治市民会館 今治市及び越智郡

松山市文京町４番地２ 松山大学
松山市、伊予市、東温市、上浮穴郡及

び伊予郡

大洲市東大洲２７０番地１ 大洲市総合福祉センター
八幡浜市、大洲市、西予市、喜多郡及

び西宇和郡

宇和島市曙町１番地 宇和島市役所 宇和島市、北宇和郡及び南宇和郡

（女子）
平成１９年９月２４日（月）

９月２５日（火）
いずれか１日

松山市南梅本町乙１１５番地 陸上自衛隊松山駐屯地 県内全域

毎週（火・金）曜日発行 第１８８１号 平成１９年７月２４日

平成１９年７月２４日火曜日 第１８８１号

愛 媛 県 報

８２７
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�愛媛県告示第１２８３号
行政書士法（昭和２６年法律第４号）の規定による行政処分につい

て、行政手続法（平成５年法律第８８号）第１３条第１項の規定に基づ

き、次のとおり行政書士に対する公開による聴聞を行う。

平成１９年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 期日

平成１９年７月３０日（月）午後１時３０分

２ 場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第二別館４階労働委員会会議室

３ 被聴聞者

� 住所

今治市鐘場町二丁目１番３６号

� 氏名

�田義之

�愛媛県告示第１２８４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成１９年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２８５号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成１９年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２８６号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産

業経済部商工労政課並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成１９年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

Ａコープハトマート北条 松山市北条辻４４５番
３他

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

株式会社エーコープ
えひめ
午前１０時から午後９
時まで
有限会社ヤマイチ
午前１０時から午後９
時まで

午前７時から午後１１
時まで

平成１９年
７月３１日

平成１９年
７月２日

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前７時から午後１０
まで

午前６時３０分から午
後１１時３０分まで

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

午前６時から午後６
時まで

午前６時から午後９
時まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１４０００１２５
特定非営利活動法人ハ
ートｉｎハートなんぐ
ん市場

南宇和郡愛南町御荘平
山９４３番地 梶 田 修 二 就労継続支援

Ａ型
エコテリアなんぐん市
場

南宇和郡愛南町城辺甲
２９３４

平成１９年
４月１６日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０１００１０１ 株式会社エイジングウ
ェル

松山市日の出町１０番８０
号 山 本 淳 生活介護 自立支援サービスセン

ターアユーラ
松山市日の出町１０番８０
号

平成１９年
４月１日

３８１０１００１０１ 株式会社エイジングウ
ェル

松山市日の出町１０番８０
号 山 本 淳 就労移行支援

（一般型）
自立支援サービスセン
ターアユーラ

松山市日の出町１０番８０
号

平成１９年
４月１日

愛 媛 県 報平成１９年７月２４日 第１８８１号

８２８
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�愛媛県告示第１２８７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成１９年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

松山市饒乙５１の２、乙５１の３、乙５３から乙５６まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

饒乙５１の２・乙５１の３・乙５３・乙５６（以上４筆について

次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

松山市熊田乙１４４、乙１４６から乙１４８まで、乙１４９の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

熊田乙１４４・乙１４６・乙１４９の１（以上３筆について次

の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 保安林の所在場所

宇和島市遊子９７６の１

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び松山地方局産業経済部商工労

政課並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１２８８号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

平成１９年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出事項

（松山地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

松山市津和地６８番地

玉 井 芳 満

松山市津和地７４１番地

川 口 政 夫

松山市津和地３３３番地

金 子 光 雄
中 島 三 和 中島三和漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

平成１９年７月２４日から同年８月７日まで

愛 媛 県 報平成１９年７月２４日 第１８８１号

８２９
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監 査 公 表

�公表第２７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成１９年７月２４日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 岡 田 志 朗

同 田 中 多佳子

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

松山地 方 局 管 内 の 加 入 区 松山地方局産業経済部水産課

�愛媛県告示第１２８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２９１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１９年７月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９７号
西宇和郡伊方町名取３２３１番地先から

同町二名津１６２１番地先まで

旧 １０．８～１１８．０
４．９～６１．０

１．２７３
１．８２０

新 １０．６～１４０．０ １．２２１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９７号
西宇和郡伊方町名取３２３１番地先から

同町二名津１６２１番地先まで

平成１９年７月２５日

１２：００

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１９松局建（開）第２２号

平成１９年７月６日
東温市志津川字玉分甲１１９８番１

東温市志津川１５２８番地

渡 部 勝 信

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

今 治 地 方 局 総 務 県 民 部 平成１８年７月１８日

今 治 地 方 局 建 設 部 平成１８年７月２０日

宇 和 島 地 方 局 総 務 県 民 部 平成１８年７月２６日

宇 和 島 地 方 局 建 設 部 平成１８年７月２８日

西 条 地 方 局 総 務 県 民 部 平成１８年８月２２日、
平成１８年８月２３日

松 山 地 方 局 総 務 県 民 部 平成１８年９月５日

松 山 地 方 局 健 康 福 祉 環 境 部 〃

松 山 地 方 局 産 業 経 済 部 平成１８年９月５日、
平成１８年９月６日

松 山 地 方 局 建 設 部 平成１８年９月６日

（監査の結果）

１ 県税については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越

額の縮減に一層努められたい。

愛 媛 県 報平成１９年７月２４日 第１８８１号

８３０



区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ９７，２９７，７５５ ３７９，６４１，６０５ ４７６，９３９，３６０

１６年度 １０５，１９４，９１５ ６７８，８３０，８５９ ７８４，０２５，７７４

差引増減 △７，８９７，１６０△２９９，１８９，２５４△３０７，０８６，４１４

（今治地方局総務県民部）

２ 県税については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越

額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ７０，６４６，７７０ １６０，２４３，４０５ ２３０，８９０，１７５

１６年度 ７４，２８５，８６４ １６４，３１０，４９９ ２３８，５９６，３６３

差引増減 △３，６３９，０９４ △４，０６７，０９４ △７，７０６，１８８

（宇和島地方局総務県民部）

３ 県税については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越

額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ２５５，３６０，８９３ ３９５，３３３，６０５ ６５０，６９４，４９８

１６年度 １８０，９８８，５１５ ４８７，６０９，８９７ ６６８，５９８，４１２

差引増減 ７４，３７２，３７８ △９２，２７６，２９２ △１７，９０３，９１４

（西条地方局総務県民部）

４ 県税については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越

額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ６７２，２４３，５０８ ２，２０９，６１３，３７５ ２，８８１，８５６，８８３

１６年度 ６７０，１４４，１７３ ２，４９２，８２２，２０１ ３，１６２，９６６，３７４

差引増減 ２，０９９，３３５△２８３，２０８，８２６△２８１，１０９，４９１

（松山地方局総務県民部）

５ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮

減により一層努められたい。

（母子福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ４９０，１３３ ３，３６３，３８３ ３，８５３，５１６

１６年度 ５７０，９９８ ３，００６，４８５ ３，５７７，４８３

差引増減 △８０，８６５ ３５６，８９８ ２７６，０３３

（寡婦福祉資金貸付金償還金）

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 １７０，６８４ １，５４６，２３５ １，７１６，９１９

１６年度 ２２３，２２２ １，４８６，９５１ １，７１０，１７３

差引増減 △５２，５３８ ５９，２８４ ６，７４６

（松山地方局健康福祉環境部）

６ 違約金（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管理

が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 ３，９６５，０００

計 ３，９６５，０００

（松山地方局産業経済部）

７ 違約金（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管理

が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１２年度 ５０８，９５０

計 ５０８，９５０

（宇和島地方局建設部）

８ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

滞納繰越額の縮減により一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 １，５３１，０００ ７４９，８００ ２，２８０，８００

１６年度 １，５６３，６００ ３７０，８００ １，９３４，４００

差引増減 △３２，６００ ３７９，０００ ３４６，４００

（今治地方局建設部）

９ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

滞納繰越額の縮減により一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 １，１１７，０００ ８２，６００ １，１９９，６００

１６年度 ７２７，８００ １５２，１００ ８７９，９００

差引増減 ３８９，２００ △６９，５００ ３１９，７００

（宇和島地方局建設部）

１０ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

滞納繰越額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 １５，９７３，０００ ４１，３２９，６８０ ５７，３０２，６８０

１６年度 １７，７０２，９００ ４４，６４０，１２０ ６２，３４３，０２０

差引増減 △１，７２９，９００ △３，３１０，４４０ △５，０４０，３４０

（松山地方局建設部）

（措置の内容）

１ 今治地方局総務県民部

平成１８年度課税分については、大量かつ広範な事案である自動車税

納税を通じて適正な納税意識の涵養を図るため、５月に「自動車税納

期内納付キャンペーン」を実施し、夜間・出張収納窓口等を開設する

など、納税機会の拡大と納税者の利便性の向上に努めるとともに、街

頭啓発やラジオ放送を活用した効果的な広報活動を展開したが、個人

所得の伸び悩みや雇用情勢の回復の遅れ等の影響を受け、出納閉鎖時

の未収金は１０５，５１７，４２３円となっており、前年度に比べて８，２１９，６６８

円増加した。

滞納繰越額の縮減については、滞納整理実施計画を策定して計画的
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な滞納整理に努めるとともに、早期の財産調査や差押の着手、自動車

タイヤロックを実施するなど、厳格かつ積極的に滞納処分を進めた。

このうち１２月の「年末滞納クリーンアップ月間」には、夜間収納窓

口を開設するとともに、夜間催告や滞納者全員への差押予告書の一斉

送付を実施するなど、集中的、計画的に滞納整理を行った。

その結果、平成１８年度に繰り越した未収金４７６，９３９，３６０円が平成１９

年３月３１日現在で３６６，８６５，８４７円に減少した。

今後とも、引き続き広報活動の充実等により県民の納税意識の高揚

を図り、納期限内の収入確保に努めるとともに、差押等の滞納処分を

積極的に実施し滞納繰越額の縮減に努めたい。

２ 宇和島地方局総務県民部

滞納となったものについては、愛媛県徴収確保対策本部において滞

納整理方針及び数値目標を策定して計画的な滞納整理に努めるととも

に、滞納整理強化月間の設定、差押の早期着手と換価処分の促進、局

独自催告などを実施し、滞納整理に努力した結果、平成１８年度に繰り

越した未収金２３０，８９０，１７５円が平成１９年３月３１日現在で１２６，４４６，３６０

円に減少した。

平成１８年度課税分については、自動車税納期内納付キャンペーン

（街頭啓発活動、出張収納窓口の開設等）や、口座振替の推進、広報

等による啓発などにより納期内自主納税の促進に努めた結果、出納閉

鎖時の未収金は６０，４０４，７６９円となっており、前年度に比べて１０，２４２，０

０１円減少した。

今後も、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税の納期限

内の収入確保とともに滞納繰越額の縮減に努めたい。

３ 西条地方局総務県民部

滞納となったものについては、愛媛県徴収確保対策本部において滞

納整理方針及び数値目標を策定して計画的な滞納整理に努めるととも

に、滞納整理強化月間の設定、夜間の滞納整理、差押の早期着手と換

価処分の促進などを実施し、滞納整理に努力した結果、平成１８年度に

繰り越した未収金６５０，６９４，４９８円が平成１９年３月３１日現在で４４９，６５８

，６２９円に減少した。

平成１８年度課税分については、自動車税納期内納付キャンペーン

（街頭啓発活動、出張収納窓口の開設等）や、口座振替の推進、納税

貯蓄組合の育成指導、広報等による啓発などにより納期内自主納税の

促進に努めた結果、出納閉鎖時の未収金は２００，９３１，７１３円となってお

り、前年度に比べて５４，４２９，１８０円減少した。

今後も、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税の納期限

内の収入確保とともに滞納繰越額の縮減に努めたい。

４ 松山地方局総務県民部

滞納となったものについては、愛媛県徴収確保対策本部において滞

納整理方針及び数値目標を策定して計画的な滞納整理に努めるととも

に、滞納整理特別対策月間として「年末滞納クリーンアップ月間」等

を設定し、一斉文書催告、電話催告等を行う一方、自動車のタイヤロ

ックによる差押をはじめ、給与・預貯金・生命保険等の積極的な差押、

さらにインターネットを利用した公売等の換価処分を実施するなど滞

納整理に努力した結果、松山地方局管内において、平成１８年度に繰り

越した未収金２，８８１，８５６，８８３円が平成１９年３月３１日現在で１，７０４，７９９

，６６０円に減少した。

平成１８年度課税分については、自動車税納期内納付キャンペーン

（街頭啓発活動、出張収納窓口の開設等）や、口座振替の推進、広報

等による啓発などにより納期内自主納税に努めた結果、出納閉鎖時の

未収金は５４９，２０１，６６４円となっており、前年度に比べて１２３，０４１，８４４

円減少した。

今後も、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税の納期限

内の収入確保とともに滞納繰越額の縮減に努めたい。

５ 松山地方局健康福祉環境部

母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償還金

については、資金の貸付申請時において、母子自立支援員と連携して、

制度の説明と適正な償還計画の指導、貸付決定時における連帯保証人

への貸付決定通知を行うほか、償還開始直前には借主に償還が始まる

旨を通知し、口座振替を勧めるなど納期限内の収入確保に努めるとと

もに、納付がなかった者に対しては、督促状の発送、借主若しくは連

帯保証人への電話や訪問による督促を行うなど償還指導に努めた。

しかしながら、借主の疾病等により、生活に困窮し償還できない者

が多く、平成１８年度末時点の償還未済額は５，６７６，９５７円となった。

なお、前年度からの滞納繰越額５，５７０，４３５円に対し、償還額３９７，４

９０円（償還率７．１％）となっており、滞納者１８名中１名が完済、６名

から一部納入を得ることができた。

この貸付金償還金は、本特別会計における貸付金の財源であること

から、今後とも、借主の生活状況に応じた適切な償還指導により、納

期限内の収入確保に努めるとともに、滞納繰越額の縮減に努めたい。

６ 松山地方局産業経済部

Ａ社の違約金については、平成１５年２月７日、同社が破産宣告を受

けたため、平成１５年２月２５日に「債権届出書」を松山地方裁判所に提

出した。

その後、破産者の資産（油圧ショベル４台）を占有する別の債権者

と破産管財人との間で、資産の所有権をめぐり係争となり、２審で当

該債権者が破産管財人側に２５０万円を支払うことで平成１９年３月に和

解した。

この結果、破産管財人から配当措置が行われる予定であるが、破産

管財人報酬、国税への配当等が優先されるため、当該違約金債権への

配当は少額であると予想される。（配当可能時期は平成１９年秋以降の

見込み。）

今後とも、破産管財人から情報を得ながら債権回収に努めたい。

７ 宇和島地方局建設部

当該違約金については、債務者が多額の負債を抱えて倒産し、破産

手続費用の調達も困難として、休眠会社の取扱いがなされていたが、

平成１４年１２月３日法務局の職権による解散の措置が執られた。

督促等行うも、当該解散法人に係る財産は皆無の状況であるため徴

収不能のまま消滅時効が完成し、かつ、債務者（代表清算人）が平成

１９年３月９日時効の援用をしたため、愛媛県会計規則第３３条第１項第

２号の規定に基づき、平成１９年３月１２日、不納欠損処分を行った。

８ 今治地方局建設部

県営住宅貸付料については、平成１７年度末時点で２，２８０，８００円（２７

名）の収入未済額があった。滞納者及び保証人に対し、督促状の送付、

呼出し、訪問等を行い納付指導に努めた結果、９８７，９００円（２１名）の

納付があったが、１８年度新たに２，３５０，２００円が未収となったことから、

平成１８年度末現在の収入未済額は３，６４３，１００円となった。

今後とも住宅貸付料の納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納

繰越額の回収に努めたい。

９ 宇和島地方局建設部

県営住宅貸付料については、平成１７年度末時点で１，１９９，６００円（８

名）の収入未済額があった。滞納者及び保証人に対し、督促状の送付、

呼出し、訪問等を行い納付指導に努めた結果、６８３，４００円（８名）の

納付があったが、１８年度新たに１，０９５，４００円が未収となったことから、

平成１８年度末現在の収入未済額は１，６１１，６００円となった。

今後とも住宅貸付料の納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納

繰越額の回収に努めたい。

１０ 松山地方局建設部

県営住宅貸付料については、平成１７年度末時点で５７，３０２，６８０円（４

０９名）の収入未済額があった。滞納者及び保証人に対し、督促状の送

付、呼出し、訪問等を行い納付指導に努めた結果、１３，８７４，１００円（２

０９名）が納付され、また５４２，０００円（６名）を不納欠損処分したが、

１８年度新たに１７，７７１，７００円が未収となったことから、平成１８年度末現

在の収入未済額は６０，６５８，２８０円となった。

今後とも住宅貸付料の納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納

繰越額の回収に努めたい。
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�公表第２８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成１９年７月２４日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 岡 田 志 朗

同 田 中 多佳子

�������
�公表第２９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定により、

監査の結果を次のとおり公表する。

平成１９年７月２４日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 岡 田 志 朗

同 田 中 多佳子

西条地区工業用水道管理事務所 平成１９年６月１１日

今 治 病 院 〃

今治地区工業用水道管理事務所 〃

銅 山 川 発 電 所 〃

三 島 病 院 〃

新 居 浜 病 院 〃

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 平成１９年６月１４日

中 央 病 院 〃

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 〃

発 電 工 水 課 〃

県 立 病 院 課 〃

（監査の結果）

平成１８年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を実施

したところ、おおむね良好であったが、次の事項が認められた。

１ 工業用水道事業

� 営業未収金（納期到来分）については、早期回収により一層の努

力が望まれる。

（平成１９年３月３１日現在 単位：円）

区分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道
給水料金 ４，９０５，０９８ ５７１，７２４ ５，４７６，８２２

今治地区工業用水道
給水料金 １，６１３，１７８ ０ １，６１３，１７８

計 ６，５１８，２７６ ５７１，７２４ ７，０９０，０００

� 営業外未収金（納期到来分）については、早期回収に一層の努力

が望まれる。

（平成１９年３月３１日現在 単位：円）

区分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

西条地区工業用水道
超過料金 ２２４，０６４ ０ ２２４，０６４

西条地区工業用水道
壬生川幹線工事負担
金

１，２１４，６２１ １７４，２３１ １，３８８，８５２

計 １，４３８，６８５ １７４，２３１ １，６１２，９１６

� 当年度は１億４，６１４万円の純利益を計上しているものの、平成１９

年度以降は、建設仮勘定に整理されている未稼動資産の本勘定振替

に伴う減価償却費等の費用計上額の増加や、多額の企業債の償還な

どが経営を圧迫するものと予想される。

このため、今治地区及び西条地区工業用水道事業の今後の事業運

営に当たっては、以下の点に留意する必要がある。

� 今治地区工業用水道事業について

地元タオル業界の景況不振を背景に、１８年度の給水率は４２．０１

％と依然として低水準で、受水企業の契約給水量の増加を期待す

ることは困難な状況にあると考えられることから、今治市及び関

係機関とも協議の上、未利用水の活用方策を含めた経営の見直し

に取り組むこと。

� 西条地区工業用水道事業について

１８年度末の契約給水量は日量５５，５３０�と、前年度に比べて日量

３，１５０�増加しているが、計画給水量に対しては２４．２５％の低水

準にとどまっており、１９年度以降、未稼動資産の本勘定振替に伴

う減価償却費等の費用計上額の増加により、次年度は６億円程度

の赤字となることが予想される上に、企業債等多額の未償還金が

あることから、資金面で厳しい状況に陥ることも懸念されている

ため、今後とも売水や経費節減などに一層努めるとともに、経営

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

南 宇 和 病 院 平成１９年５月２８日

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

建 築 住 宅 課 平成１８年１０月２０日

（監査の結果）

住宅貸付損害金については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

滞納繰越額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１７年度 ３，４４１，０１２ １８，０８８，２５７ ２１，５２９，２６９

１６年度 ３，９９０，３０５ １４，５６７，７９８ １８，５５８，１０３

差引増減 △５４９，２９３ ３，５２０，４５９ ２，９７１，１６６

（措置の内容）

平成１７年度末時点における住宅貸付損害金（４９名２１，５２９，２６９円、併せ

て滞納している住宅貸付料２５，４８０，２８０円）の滞納者に対しては、住宅貸

付料滞納分とともに催告通知、訪問指導等を行い、未収金の回収に努め

た。

平成１８年度においては、住宅貸付料については１名３５，１００円の納入が

あったが、住宅貸付損害金の回収には至っていない。また、新たに住宅

貸付損害金の未収が９名３，１７２，４９３円発生（同債務者が滞納している住

宅貸付料２，７１７，１００円）したことから、収入未済額は平成１８年度末現在

で住宅貸付損害金２４，７０１，７６２円（併せて滞納している住宅貸付料２８，１６２

，２８０円）となった。

今後とも地方局と連携しながら収入の確保に努めたい。

区分

収入未済額（円）

住宅貸付損害金
住宅貸付損害金
請求者に係る住
宅貸付料

計

平成１８年度末
現在 ２４，７０１，７６２ ２８，１６２，２８０ ５２，８６４，０４２

平成１７年度末
現在 ２１，５２９，２６９ ２５，４８０，２８０ ４７，００９，５４９

差 引 増 減 ３，１７２，４９３ ２，６８２，０００ ５，８５４，４９３
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基盤の安定化に資するため、抜本的な改善方策が図られること。

２ 土地造成事業

土地造成事業会計は、平成１９年度から工業用水道事業の附帯事業と

されたところであるが、今後も引き続き、土地造成事業に係る経営状

態の的確な把握に努め、未処分地２７万�余の早期売却等を進めること

が望まれる。

３ 病院事業

� 個人医業未収金（納期到来分）については、早期回収により一層

の努力が望まれる。

（平成１９年３月３１日現在 単位：円）

区分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中央病院 １３５，１３４，５６８ ８９，４８８，７２９ ２２４，６２３，２９７

今治病院 ４１，９２７，９８５ １５，５２２，０４３ ５７，４５０，０２８

三島病院 １８，７２３，４７０ ８，００３，７８６ ２６，７２７，２５６

南宇和病院 ２４，３１８，９３０ ９，９８１，７６３ ３４，３００，６９３

新居浜病院 ２９，２００，９９３ ２１，５０５，１５６ ５０，７０６，１４９

計 ２４９，３０５，９４６ １４４，５０１，４７７ ３９３，８０７，４２３

� 医業外未収金（納期到来分）については、早期回収により一層の

努力が望まれる。

（平成１９年３月３１日現在 単位：円）

区分 過年度未収金
�

現年度未収金
�

未収金合計
�＋�

中央病院 ７８４，１４２ ３６５，９３７ １，１５０，０７９

� 廃止された北宇和病院に係る個人医業未収金及び医業外未収金に

ついては、県立病院課において適切に債権管理を行うとともに、早

期回収に向けて努力が望まれる。

（平成１９年３月３１日現在 単位：円）

区 分 未収金（円） 備 考

個人医業未収金 ７，４６０，８５５

医業外未収金 ９０２，６７２

計 ８，３６３，５２７

� 経営成績は、元持田町医師公舎敷地の売却等に係る５億５，４２８万

円の特別利益の発生により、前年度の純損失２１億１，９３５万円から、

純利益３，４２９万円に転じたが、特別利益を除いた経常損益では、５

億１，９９９万円の損失を計上し、前年度の経常利益６００万円から赤字

に転じており、企業債を含む多額の借入金も残り、財政状態は一層

厳しくなっている。

なお、北宇和病院廃止に伴う特別損失の計上などにより、前年度

末で２３７億６，３９１万円に達していた累積欠損金は、平成１８年１２月県

議会において、資本剰余金５９億４，８０２万円を取崩し補てんすること

が認められたため、１８年度末には１７７億８，１５９万円と大幅に減少し

ているが、依然として多額であることから、引き続き、縮減に向け

た取組が必要である。

このため、医師の確保による患者数の増大等に努めるとともに、

費用の抑制・縮減を図り、経営健全化はもとより、事務処理の適正

化等についても全職員が総力を結集することが望まれる。

平成１９年７月２４日 発行
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